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○
総
務
省
令
第
四
十
一
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
並
び
に
公
職
選
挙
法
施
行
令

（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
百
九
条
の
四
第
五
項
及
び
第
百
四
十
五

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

総
務
大
臣

原
口

一
博

公
職
選
挙
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

公
職
選
挙
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
総
理
府
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
の
四
及
び
第
十
六
条
中
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法

律
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
国
立
保
養
所
）

第
十
六
条
の
二

令
第
五
十
条
第
一
項
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
若
し
く
は
市
町
村
の
合
併
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の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
五
十
五
号
）
に
お
い
て
こ
れ
を
準
用
し
、
又
は
最
高
裁
判
所
裁
判
官

国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
に
お
い
て
こ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む

。
）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
第
百
四
十
九
条
に
規
定
す
る
国
立
障
害
者

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
内
部
組
織
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三

年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
第
六
百
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
国
立
保
養
所
と
す
る
。

第
十
七
条
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
」
を
削
り
、
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

成
十
七
年
政
令
第
五
十
五
号
）
」
を
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
改
め
、
「
（
昭
和
二
十
三
年
政
令

第
百
二
十
二
号
）
」
を
削
る
。

第
十
七
条
の
三
第
一
項
中
「
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
」
を
「
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
七
第
二
項
中
「
ア
ラ
ビ
ア
数
字
」
の
下
に
「
又
は
車
両
番
号
の
う
ち
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
第
三
十
六
条
の
十
七
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
三
十
六
条
の
十
八
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す

る
四
け
た
以
下
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
」
を
加
え
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
中
「
附
与
」
を
「
付
与
」
に
改
め
る
。



- 3 -

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
二
備
考
１
及
び
別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
二
の
二
備
考
１
中
「社

債
等

の
振

替
に

関
す

る
法

律

」

を
「社

債
株

式
等

の
振

替
に

関
す

る
法

律

」
に
改
め
る
。

、

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
三
そ
の
一
備
考
２
中
「自

動
車

登
録

番
号

」
の
次
に
「又

は
車

両
番

号

」
を
加
え
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
四
そ
の
一
及
び
備
考
３
並
び
に
別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
五
そ
の
一
中
「自

動
車

登
録

番
号

」
の

次
に
「又

は
車

両
番

号

」
を
加
え
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
六
そ
の
一
中
「自
動

車
登

録
番

号

」
の
次
に
「又

は
車

両
番

号

」
を
加
え
、
同
様
式
そ
の
二
中
「

自
動

車
登

録
番

号

」
の
次
に
「又

は
車

両
番

号

」
を
加
え
、
同
様
式
そ
の
二
備
考
１
中
「ア

ラ
ビ

ア
数

字

」
の
次
に
「又

は
車

両
番

号
の

う
ち

道
路

運
送

車
両

法
施

行
規

則
（昭

和
2
6
年

運
輸

省
令

第
7
4
号

）第
3
6
条

の
1
7
第

１
項

第
４

号
若

し
く

は
第

3
6
条

の
1
8
第

１
項

第
３

号
に

規
定

す
る

４
け

た
以

下
の

ア
ラ

ビ
ア

数
字

」
を
加
え
、
同
様
式
そ
の
二
備
考
２
及
び
備
考
３
中
「自

動

車
登

録
番

号

」
の
次
に
「又

は
車

両
番

号

」
を
加
え
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
十
二
そ
の
一
備
考
１
中
「ア

ラ
ビ

ア
数

字

」
の
次
に
「又

は
車

両
番

号
の

う
ち

道
路

運
送

車
両

法

施
行

規
則

（昭
和

2
6
年

運
輸

省
令

第
7
4
号

）第
3
6
条

の
1
7
第

１
項

第
４

号
若

し
く

は
第

3
6
条

の
1
8
第

１
項

第
３

号
に

規
定

す
る

４
け

た
以

下
の

ア
ラ

ビ
ア

数
字

」
を
加
え
、
同
様
式
そ
の
一
別
紙
そ
の
２

、
備
考
３
及
び
備
考
４
中
「自

動
車

登
録

番
号

」

(2)
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の
次
に
「又

は
車

両
番

号

」
を
加
え
る
。

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
期
日
を
公
示

さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示

さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


